
地方分権改革の最近の動きについて 

資料１
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平 成 2 7 年 ６ 月
内閣府地方分権改革推進室地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（第５次地方分権一括法）の概要

第５次地方分権一括法

地方分権改革に関する提案募集方式

主な改正内容

Ｂ 都道府県から指定都市等Ａ 国から地方公共団体

施行期日 ① 直ちに施行できるもの → 公布の日
② 地方公共団体において条例制定や体制整備が必要なもの → 平成28年４月１日 等

（参考）
・第１次地方分権一括法（Ｈ23．４成立） ― 義務付け・枠付けの見直し
・第２次地方分権一括法（Ｈ23．８成立） ― 都道府県から市町村への事務・権限の移譲及び義務付け・枠付けの見直し
・第３次地方分権一括法（Ｈ25．６成立） ― 都道府県から市町村への事務・権限の移譲及び義務付け・枠付けの見直し
・第４次地方分権一括法（Ｈ26．５成立） ― 国から地方公共団体又は都道府県から指定都市への事務・権限の移譲

平成26年から新たに導入した「提案募集方式」における地方公共団体等からの提案等
を踏まえた「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成27年１月30日閣

議決定）に基づき、国から地方公共団体又は都道府県から指定都市への事務・権限
の移譲等について、関係法律の整備を行うもの。 〔19法律を一括改正〕

これまでの地方分権改革の成果を踏まえ、

平成26年より、委員会勧告方式に替えて

「提案募集方式」を導入し、地方の発意に

根差した新たな取組を推進することとして

いる。

・農地の総量確保のための仕組みの充
実及び農地転用許可の権限移譲等

・医療用麻薬に係る小売業者間の譲渡
の許可

・指定都市立特別支援学校の設置等
に係る都道府県の認可

・火薬類の製造許可等

・建築審査会委員の任期の条例委任

・農林業等活性化基盤整備計画を定め
る際の市町村から都道府県に対する
同意協議に係る同意の一部廃止

・保育所型認定こども園に係る認定の
有効期間の廃止

Ⅰ 地方公共団体への事務・権限の移譲等 Ⅱ 義務付け・枠付けの見直し等

平成27年６月19日成立
平成27年６月26日公布
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Ⅰ 地方公共団体への事務・権限の移譲等（12法律）

Ⅱ 義務付け・枠付けの見直し等
（８法律）

Ａ 国から地方公共団体 Ｂ 都道府県から指定都市等

〔麻薬及び向精神薬取締法〕※
○麻薬小売業者間の麻薬の譲渡に

係る許可を都道府県に移譲

〔農地法〕

〔農業振興地域の整備に関する法律〕

【４頁参照】

〔中小企業新事業活動促進法〕
○特定新規中小企業者に投資が行

われたことの確認を都道府県に
移譲

〔中小企業経営承継円滑化法〕

〔租税特別措置法〕
○事業承継の支援措置に係る認定

等を都道府県に移譲

〔特定特殊自動車排出ガス規制法〕
○使用者に対する技術基準適合命

令等を都道府県に移譲

〔学校教育法〕
○指定都市立特別支援学校の設置
等認可を指定都市に移譲

〔毒物及び劇物取締法〕
○特定毒物研究者の許可等を指定
都市に移譲

〔医薬品医療機器法〕
○高度管理医療機器等営業所管理
者の兼務許可を保健所設置市・特
別区に移譲

〔火薬類取締法〕
○火薬類の製造許可等を指定都市に
移譲

〔高圧ガス保安法〕
○高圧ガスの製造許可等を指定都市
に移譲

〔精神保健福祉法〕
○精神医療審査会委員の任期を、３年
を上限に条例で規定可能に

〔麻薬及び向精神薬取締法〕※
○麻薬取扱者免許の有効期間を最長２
年から３年に延長

〔認定こども園法〕
○保育所型認定こども園に係る認定の
有効期間の廃止

〔特定農山村法〕
○基盤整備計画に係る知事同意協議
（一部）の協議への見直し

〔採石法〕
〔砂利採取法〕
○事業者の登録拒否等の要件等に暴
力団員等を追加

〔建築基準法〕
○市町村の建築主事の設置に係る知事
同意協議の協議への見直し

○建築審査会委員の任期の条例委任

〔都市計画法〕
○区域区分に関する都市計画決定に係る
農林水産大臣協議の対象範囲の見直し

改正法律一覧（19法律※）※「麻薬及び向精神薬取締法」は、国から地方公共団体への事務・
権限の移譲等と義務付け・枠付けの見直し等に重複
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農地の総量確保のための仕組みの充実

○国と地方が政策目標を共有し、相互に協力して実効

性のある目標管理の仕組みを構築

・地域における農地の実情を反映（市町村の参画）

→市町村の意見聴取手続きの創設 など

○上記のほか、「対応方針」（平成27年１月30日閣議決定）

において、国と地方の十分な議論を担保するため、国・

都道府県・市町村の協議の場を設定することなどを盛

り込み

農地転用許可の権限移譲等

○農地転用許可に係る事務・権限は、農地を確保しつつ、地域の実情に応じた主

体的な土地利用を行う観点から、地方に移譲等

・２～４haの農地転用に係る国協議は廃止

・４ha超の農地転用に係る事務・権限は、国との協議を付した上で、都道府県

（下記の指定市町村にあっては、当該指定市町村）に移譲

・農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況

を考慮して農林水産大臣が指定する市町村に都道府県と同様の権限を移譲

○上記のほか、「対応方針」において、権限移譲に当たり、事例集の作成など制度の

適正な運用に資する支援を行うことなどを盛り込み

基本方針
・目標面積等に関する事項

都道
府県

基本指針
・目標面積等の基本的な方向
・都道府県の目標面積設定基準

国

国・都道府県・
市町村の代表者による

協議の場の設定

意見聴取／意見
（国の目標面積案）

（都道府県設定基準案）

意見聴取／意見
（国の目標面積案）

（都道府県設定基準案）

４ha超

４ha以下
２ha超

２ha以下

都道府県

改正後

都道府県

※国協議

（法定受託事務）

（自治事務）

指

定

市

町

村

現行制度

国

都道府県

（自治事務）

都道府県

※国協議

（法定受託事務）

市町村３ 

　〔青字は、今回の改正内容を記載〕

農地転用許可に係る権限移譲等について（概要）
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 澤 

第１回「農地転用許可権限に係る指定市町村の指定
基準等に関する検討会」（平成27年８月17日）資料
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自家用有償旅客運送の登録等に係る
事務・権限の「手挙げ方式」による移譲

第４次地方分権一括法（平成26年６月４日公布）により、自家用有償旅客運送※の登録、
監査等の国（地方運輸局）の事務・権限を、希望する市町村に移譲。（平成27年４月１日施行）

（希望しない市町村の区域については、希望する都道府県にも移譲。）
※ 過疎地等における地域住民の生活維持に必要な輸送がバス・タクシー事業によっては提供されない
場合に、市町村、NPO等が自家用車を使用して有償で運送できる制度。

○ 道路運送法施行令（昭和26年政令第250号）（抄）
（自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等）
第四条 法第五章 （第七十八条、第八十条及び第八十一条を
除く。）に規定する国土交通大臣の権限に属する事務であつ
て、主として指定都道府県（自家用有償旅客運送に係る輸送
の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施され
るものとして国土交通大臣が指定する都道府県をいう。以下
この項において同じ。）又は指定市町村（自家用有償旅客運
送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適
切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する市町村
（特別区を含む。）をいう。以下この項において同じ。）の
区域（指定都道府県の区域にあつては、当該区域内に指定市
町村の区域がある場合においては、当該指定市町村の区域以
外の区域に限るものとする。）内において行われる自家用有
償旅客運送に係るものは、当該指定都道府県又は指定市町村
（以下「指定都道府県等」という。）の長が行うこととする。

２ 国土交通大臣は、前項の規定による指定都道府県等の指
定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

３～７ （略）

・新潟県
・長野県
・佐賀県
・北海道美深町
・北海道豊富町
・北海道池田町

○ 自家用有償旅客運送の事務・権限
に係る地方公共団体の指定に関する
取扱いについて（平成27年1月23日国
自旅第288号）抄
（指定都道府県等の指定）

第一条 道路運送法施行令第４条第１
項に規定する指定都道府県又は指定
市町村（以下「指定都道府県等」と
いう。）の指定（以下単に「指定」
という。）は、地方公共団体からの
申出により行うものとする。

・神奈川県大和市
・富山県富山市
・徳島県つるぎ町
・熊本県山江村
・熊本県球磨村

○ 指定都道府県等
（平成27年４月１日国土交通省告示493号）
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平成２７年の地方分権改革に関する提案募集方式の取組状況

３月23日～６月10日 提案募集受付

６月30日 地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会 合同会議 重点事項の決定等

７月上旬 関係府省への検討要請

地方分権改革推進本部 関係府省への協力依頼

７月下旬～10月上旬 提案募集検討専門部会における集中的な調査審議

関係府省からのヒアリング、対応方針の検討等

10月～11月 関係府省、提案団体等との調整

12月 地方分権改革推進本部・閣議 対応方針の決定

※ 平成26年の対応方針における検討事項については、上記と並行してフォローアップを行う。

地方分権改革推進本部（第８回会合）
（平成27年７月14日）資料
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平成27年の地方からの提案と検討区分別の状況

内閣府と関係府省との間で調整を行う提案 241件 ‘

重点事項（※） 52件 ‘

関係府省における予算編成過程での検討を
求める提案 34件‘

その他 59件‘

提案団体から改めて支障事例等が具体的に
示された場合等に調整の対象とする提案 50件‘

提案募集の対象外である提案 9件‘

※ 地方分権改革有識者会議の提案募集検討専門部会で調査・審議を行う案件

○ 平成27年の提案総数：334件
（内訳）

334件

→専門部会では、本年１月の閣議決定で本年の検討事項とした11事項についても、併せて調査・審議 

地方分権改革推進本部（第８回会合）
（平成27年７月14日）資料
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重点事項に関するメルクマール

① 地方創生に資するもの

② これまでの地方分権改革の取組を加速・強化するもの
（例）
・ 関連・類似事務の状況から、権限移譲や義務付け・枠付けの見直しが必要なもの
・ これまでの勧告等で存続のメルクマールに該当しない義務付け・枠付けの見直し
・ これまで進めてきた指定都市などへの権限移譲等の更なる推進

③ 住民サービスの向上や適切な実施に直結するもので、部会での法的な
視点からの専門的な調査・審議に馴染むもの

④ 昨年度、専門部会で重点事項として審議した事項のうち、昨年の対応方
針で27年度の検討事項とされているもの、及び本年の提案で内容が充実
され、議論を深める必要があるもの

第21回地方分権改革有識者会議・
第20回提案募集検討専門部会 合
同会議（平成27年６月30日）資料
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